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（趣旨） 

第１条 この規則は、西宮市参画と協働の推進に関する条例（平成２０年西宮市

条例第３号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める。 

（意見提出手続） 

第２条 条例第６条第１項に規定する意見提出手続により意見を提出しようとす

るものは、次に掲げる事項を記載した書面を市の機関に提出しなければならな

い。 

(１) 市の機関が公表した素案の名称 

(２) 市の機関が公表した素案に対する意見 

(３) 氏名、住所、年齢、職業その他市の機関が必要と認める事項 

(４) 市民以外のものにあっては、次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ定め

る事項 

ア 市内の事務所又は事業所に勤務する者 当該事務所又は事業所の名称及び所

在地 

イ 市内の学校に在学する者 当該学校の名称及び所在地 

ウ 市内で活動し、又は事業を営む団体 当該団体の名称、所在地及び市内での

活動又は事業の内容 

２ 前項に規定する書面の提出方法は、次に定めるところによるものとする。 

(１) 市の機関が指定する場所への持参、送付又はファクシミリ装置を用いた送

信 

(２) 市の機関が指定する送信先への電子メールの送信 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法 



（市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業） 

第３条 条例第６条第１項第５号に規定する規則で定める市が実施する大規模な

施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更は、総事業費が１０

億円以上の公共事業（災害復旧事業等を除く。）に係る計画等の策定及び変更

をいう。 

（政策提案手続による提案） 

第４条 条例第８条第１項の規定により政策の立案、実施等を提案しようとする

者は、政策提案書（様式第１号）及び政策提案者署名簿（様式第２号）に市の

機関が必要と認める書類を添えて市の機関に提出しなければならない。 

（政策公募手続による提案） 

第５条 条例第９条第１項に規定する政策公募手続により政策の立案、実施等を

提案しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面を市の機関に提出し

なければならない。 

(１) 市の機関が政策公募手続を行った政策の名称 

(２) 市の機関が政策公募手続を行った政策に対する案 

(３) 氏名、住所、年齢、職業その他市の機関が必要と認める事項 

(４) 市民以外のものにあっては、次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ定め

る事項 

ア 市内の事務所又は事業所に勤務する者 当該事務所又は事業所の名称及び所

在地 

イ 市内の学校に在学する者 当該学校の名称及び所在地 

ウ 市内で活動し、又は事業を営む団体 当該団体の名称、所在地及び市内での

活動又は事業の内容 

２ 第２条第２項の規定は、前項に規定する書面の提出方法について準用する。 

（協働事業提案手続による提案） 

第６条 条例第１５条第１項の規定により協働して取り組む事業（以下「協働事

業」という。）を提案しようとするものは、協働事業提案書（様式第３号）に

市の機関が必要と認める書類を添えて市の機関に提出しなければならない。こ

の場合において、提案しようとするものが団体であるときは、提案団体等の概

要書（様式第４号）を添付しなければならない。 



２ 次に掲げる事業については、協働事業として提案することができない。 

(１) 営利を目的とする事業 

(２) 政治活動を目的とする事業 

(３) 宗教活動を目的とする事業 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの統制下にあるものが行う事業 

(５) その他市の機関が協働事業として行うことが不適切であると認める事業 

［１］ 

［１］ 

［１］ 

［１］ 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。［１］ 

付 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年７月３１日西宮市規則第１０号［１］市長の附属機関の委員の構成

別の定数等に関する規則等の一部を改正する等の規則４条による改正付則） 

 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。 

 


